


議第４１号

   市道路線の廃止について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定により、下記のとお

り市道路線を廃止することについて、同条第３項の規定により議会の議決を求める。

  令和３年６月７日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

                  記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
牧野４５

号線 

牧野字緑ヶ丘２０４４番１地先  

牧野字緑ヶ丘１９１５番１地先 
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議第４２号

   市道路線の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。

  令和３年６月７日提出

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一  

                  記

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
川合７０

１号線 

美濃加茂市川合町二丁目字若林２番５５地先   

美濃加茂市川合町二丁目字若林２番４６０地先 

２ 
今泉４７

８号線 

美濃加茂市加茂野町今泉字政広４７４番地先  

美濃加茂市加茂野町今泉字政広４７２番３地先 

３ 
牧野２２

０号線 

美濃加茂市牧野字小林２０４４番１地先 

美濃加茂市牧野字緑ヶ丘１９１５番９地先 
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議第４３号 

和解及び損害賠償の額を定めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の

規定により、次のとおり車両に損害を与えたことによる損害賠償の額を決定し、和

解することについて、議会の議決を求める。 

令和３年６月７日提出 

美濃加茂市長  伊 藤 誠 一   

１ 損害賠償の総額     ６０７，３０４円 

  上記金額の内訳 

(1) 車両修理代    ４８４，１０４円 

   (2) 代車費用     １２３，２００円 

２ 損害賠償の相手方  岐阜県美濃加茂市加茂野町鷹之巣２４０７番地 

            髙 井 喜 公 衣 

３ 和解の内容 

 (1) 美濃加茂市は、相手方の被った損害賠償金として６０７，３０４円を支払う。 

 (2) 本件について、双方とも他に債権債務のないことを確認する。 

 (3) 今後、本件に関しては、双方とも裁判上又は裁判外において、一切の異議、

請求の申立てをしないことを誓約する。 
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